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議案第４４号 

 

   令和３年度川越市一般会計予算 

 

 令和３年度川越市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 112,070,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期 

間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

5,000,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流 

用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ 

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 市 税 54,513,974 千円

１ 市 民 税 23,300,000

２ 固 定 資 産 税 22,803,076

３ 軽 自 動 車 税 644,431

４ 市 た ば こ 税 1,900,000

５ 入 湯 税 564

６ 事 業 所 税 1,707,764

７ 都 市 計 画 税 4,158,139

２ 地 方 譲 与 税 678,708

１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 150,000

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 500,000

３ 森 林 環 境 譲 与 税 28,708

３ 利 子 割 交 付 金 30,000

１ 利 子 割 交 付 金 30,000

４ 配 当 割 交 付 金 200,000

１ 配 当 割 交 付 金 200,000

５ 株式等譲渡所得割交付金 200,000

１ 株式等譲渡所得割交付金 200,000

６ 法 人 事 業 税 交 付 金 320,000

１ 法 人 事 業 税 交 付 金 320,000

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 7,500,000

１ 地 方 消 費 税 交 付 金 7,500,000

８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 32,959

１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 32,959

９ 環 境 性 能 割 交 付 金 80,000

１ 環 境 性 能 割 交 付 金 80,000

10 地 方 特 例 交 付 金 428,800

１ 地 方 特 例 交 付 金 428,800

11 地 方 交 付 税 1,440,000

金 額
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款 項

１ 地 方 交 付 税 1,440,000 千円

12 交通安全対策特別交付金 40,796

１ 交通安全対策特別交付金 40,796

13 分 担 金 及 び 負 担 金 912,662

１ 分 担 金 108

２ 負 担 金 912,554

14 使 用 料 及 び 手 数 料 2,049,306

１ 使 用 料 1,358,379

２ 手 数 料 690,927

15 国 庫 支 出 金 19,731,430

１ 国 庫 負 担 金 18,233,258

２ 国 庫 補 助 金 1,414,702

３ 委 託 金 83,470

16 県 支 出 金 7,842,472

１ 県 負 担 金 5,684,226

２ 県 補 助 金 1,253,435

３ 委 託 金 904,811

17 財 産 収 入 207,257

１ 財 産 運 用 収 入 160,003

２ 財 産 売 払 収 入 47,254

18 寄 附 金 60,340

１ 寄 附 金 60,340

19 繰 入 金 3,579,471

１ 基 金 繰 入 金 3,409,464

２ 他 会 計 繰 入 金 170,007

20 繰 越 金 1,000,000

１ 繰 越 金 1,000,000

21 諸 収 入 2,805,625

１ 延滞金、加算金及び過料 90,000

金 額
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款 項

２ 市 預 金 利 子 63 千円

３ 貸 付 金 元 利 収 入 752

４ 受 託 事 業 収 入 137,508

５ 雑 入 2,577,302

22 市 債 8,416,200

１ 市 債 8,416,200

112,070,000

 （２） 歳　出

款 項

１ 議 会 費 673,951 千円

１ 議 会 費 673,951

２ 総 務 費 10,786,074

１ 総 務 管 理 費 8,610,231

２ 徴 税 費 1,444,002

３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 438,868

４ 選 挙 費 155,741

５ 統 計 調 査 費 43,201

６ 監 査 委 員 費 94,031

３ 民 生 費 51,208,001

１ 社 会 福 祉 費 23,645,647

２ 児 童 福 祉 費 19,499,102

３ 生 活 保 護 費 8,061,962

４ 災 害 救 助 費 1,290

４ 衛 生 費 12,855,879

１ 保 健 衛 生 費 4,141,446

２ 清 掃 費 6,611,433

３ 下 水 道 費 2,103,000

５ 労 働 費 168,996

金 額

歳 入 合 計

金 額
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款 項

１ 労 働 費 168,996 千円

６ 農 林 水 産 業 費 1,217,431

１ 農 業 費 1,217,431

７ 商 工 費 840,860

１ 商 工 費 840,860

８ 土 木 費 5,828,273

１ 土 木 管 理 費 590,221

２ 道 路 橋 り ょ う 費 2,061,649

３ 河 川 費 296,343

４ 都 市 計 画 費 2,574,700

５ 住 宅 費 305,360

９ 消 防 費 4,567,808

１ 消 防 費 4,567,808

10 教 育 費 12,378,241

１ 教 育 総 務 費 3,704,254

２ 小 学 校 費 1,158,484

３ 中 学 校 費 873,352

４ 高 等 学 校 費 808,665

５ 特 別 支 援 学 校 費 16,170

６ 社 会 教 育 費 2,543,497

７ 学 校 保 健 費 3,273,819

11 災 害 復 旧 費 2,000

１ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 2,000

12 公 債 費 11,306,536

１ 公 債 費 11,306,536

13 諸 支 出 金 115,950

１ 普 通 財 産 取 得 費 36,000

２ 土 地 開 発 公 社 費 79,950

14 予 備 費 120,000

金 額
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款 項

１ 予 備 費 120,000 千円

112,070,000

金 額

歳 出 合 計
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第２表　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

　川越市議会１００周年記念誌作成・印刷業務委
託

令和３年度から
令和４年度まで

　1,958千円

　財務会計システム構築業務委託 令和４年度から
令和９年度まで

　210,000千円

　広報川越の印刷製本に要する経費（令和４年度
事業分）

令和３年度から
令和４年度まで

　契約に基づき決定する期間中にお
ける広報川越の印刷製本に要する額

公共用地先行取得費及び公共施設整備費（令和３
年度事業分）

令和３年度以降 　川越市土地開発公社が市の委託に
より行う公共用地の先行取得及びそ
の事業の実施とあわせて行う公共施
設の整備に要する額

　川越市土地開発公社が市の委託により行う事業
にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に
対する債務保証（令和３年度事業分）

令和３年度から
令和８年度まで

　元金 405,900千円及びこれに伴う
利子との合計額

　川越市土地開発公社が市の委託により行う事業
にあてるため金融機関から借り入れる事業資金に
対する債務保証（令和３年度に借入期限満了とな
る平成28年度借入分）

同　　　　　上 　元金 726,100千円及びこれに伴う
利子との合計額

　川越市固定資産評価システム業務委託 令和４年度から
令和５年度まで

　29,392千円

　福祉システムの構築及び運用に係る業務委託
令和４年度から
令和10年度まで

　1,982,282千円

　川越市生活困窮者自立相談支援事業業務委託
（令和４年度事業分）

令和３年度から
令和４年度まで

　37,902千円

　川越市生活困窮者家計改善支援事業業務委託
（令和４年度事業分）

同　　　　　上 　5,950千円

　川越市生活困窮者一時生活支援事業業務委託
（令和４年度事業分）

同　　　　　上 　2,002千円

　川越市生活困窮者就労準備支援事業業務委託
（令和４年度事業分）

同　　　　　上 　3,450千円

　川越市被保護者就労準備支援事業業務委託（令
和４年度事業分）

同　　　　　上 　20,025千円

　川越市生活保護個別求人開拓事業業務委託（令
和４年度事業分）

同　　　　　上 　3,350千円

　川越市多子世帯応援クーポン事業業務委託（令
和３年度発行分）

令和４年度 　6,991千円

　ごみ処理施設で使用する薬品購入に要する経費
（令和４年度事業分）

令和３年度から
令和４年度まで

　契約に基づき決定した期間中にお
けるごみ処理施設で使用する薬品購
入に要する額

　川越市中小企業融資に係る利子補給金（令和３
年度融資分）

令和３年度以降 　融資取扱金融機関との契約に基づ
く利子補給額

　川越市中小企業融資による県信用保証協会が行
う代位弁済に対する損失補償（令和３年度融資
分）

同　　　　　上 　県信用保証協会が行う保証債務額
のうち川越市が負担すべき額及び利
子
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事 項 期 間 限 度 額

　川越線南古谷駅に係る自由通路設置及び橋上化
等に関する基本設計に要する負担金

令和３年度から
令和４年度まで

　73,000千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

本庁舎アスベスト 

 

除 去 事 業 費 

80,000 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

本庁舎等改修事業費 529,800 同 上 同   上 同       上 

総 合 体 育 館 設 備 

 

改 修 事 業 費 

4,100 同 上 同   上 同       上 

職業センター施設 

 

改 修 事 業 費 

4,900 同 上 同   上 同       上 

民 間 保 育 施 設 

 

整 備 事 業 費 

1,900 同 上 同   上 同       上 

公 立 保 育 施 設 

 

整 備 事 業 費 

7,700 同 上 同   上 同       上 

子 育 て 安 心 施 設 

 

事 業 費 

9,800 同 上 同   上 同       上 

第３表 地方債 

千 円 
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

東 清 掃 セ ン タ ー 

 

改 修 事 業 費 

1,639,900 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

土 地 改 良 事 業 費 23,400 同 上 同   上  同       上 

農 業 ふ れ あ い 

セ ン タ ー 改 修 

整 備 事 業 費 

542,800 同 上 同   上 同       上 

道路環境整備事業費 200,800 同 上 同   上 同       上 

道路新設改良事業費 321,900 同 上 同   上 同       上 

橋 り ょ う 新 設 

 

改 良 事 業 費 

92,700 同 上 同   上 同       上 

河 川 整 備 事 業 費 250,100 同 上 同   上 同       上 

南古谷駅周辺地区 

 

整 備 事 業 費 

184,900 同 上 同   上 同       上 

新河岸駅周辺地区 

 

整 備 事 業 費 

6,300 同 上 同   上 同       上 

千 円 
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

笠 幡 駅 周 辺 

 

整 備 事 業 費 

 9,000 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

街 路 事 業 費 39,600 同 上 同   上 同       上 

公 園 整 備 事 業 費 123,300 同 上 同   上 同       上 

旧 川 越 織 物 市 場 

 

整 備 事 業 費 

142,500 同 上 同   上 同       上 

公営住宅改修事業費 54,600 同 上 同   上 同       上 

防災設備改修事業費 5,900 同 上 同   上 同       上 

認 定 こ ど も 園 

 

施 設 整 備 事 業 費 

13,200 同 上 同   上 同       上 

小 学 校 施 設 

 

整 備 事 業 費 

43,200 同 上 同   上 同       上 

中 学 校 施 設 

 

整 備 事 業 費 

45,000 同 上 同   上 同       上 

千 円 
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

高 等 学 校 改 修 

 

整 備 事 業 費 

159,900 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

学 童 保 育 室 

 

整 備 事 業 費 

14,700 同 上 同   上 同       上 

博 物 館 等 改 修 

 

整 備 事 業 費 

6,600 同 上 同   上 同       上 

公 民 館 改 修 

 

整 備 事 業 費 

10,800 同 上 同   上 同       上 

図 書 館 改 修 

 

整 備 事 業 費 

146,900 同 上 同   上 同       上 

臨 時 財 政 対 策 債 3,700,000 同 上 

5 . 0 ％ 以 内 

 

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金及び

地方公共団体金融

機構資金につい

て、利率の見直し

を行った後におい

ては、当該見直し

後の利率） 

同       上 

 

千 円 
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議案第４５号 

 

   令和３年度川越市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 令和３年度川越市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,423,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入 

金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流 

用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ 

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

⑵ 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ 

らの経費の各項の間の流用 

 

   令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 国 民 健 康 保 険 税 6,803,073 千円

１ 国 民 健 康 保 険 税 6,803,073

２ 国 庫 支 出 金 1

１ 国 庫 補 助 金 1

３ 県 支 出 金 23,336,453

１ 県 補 助 金 23,336,453

４ 繰 入 金 2,989,135

１ 他 会 計 繰 入 金 2,989,135

５ 繰 越 金 150,000

１ 繰 越 金 150,000

６ 諸 収 入 144,338

１ 延滞金、加算金及び過料 102,100

２ 市 預 金 利 子 25

３ 貸 付 金 元 金 収 入 1,008

４ 雑 入 41,205

33,423,000

 （２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 480,070 千円

１ 総 務 管 理 費 296,568

２ 徴 税 費 181,668

３ 運 営 協 議 会 費 606

４ 趣 旨 普 及 費 1,228

２ 保 険 給 付 費 23,132,892

１ 療 養 諸 費 19,879,834

２ 高 額 療 養 費 3,141,968

３ 移 送 費 101

４ 出 産 育 児 諸 費 83,202

金 額

歳 入 合 計

金 額
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款 項

５ 葬 祭 諸 費 26,000 千円

６ 傷 病 手 当 諸 費 1,787

３ 国民健康保険事業費納付金 9,244,696

１ 医 療 給 付 費 分 6,107,234

２ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 2,207,790

３ 介 護 納 付 金 分 929,672

４ 共 同 事 業 拠 出 金 7

１ 共 同 事 業 拠 出 金 7

５ 保 健 事 業 費 458,260

１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 390,638

２ 保 健 事 業 費 67,622

６ 公 債 費 1

１ 公 債 費 1

７ 諸 支 出 金 57,074

１ 償還金利子及び還付加算金 56,401

２ 延 滞 金 1

３ 貸 付 金 672

８ 予 備 費 50,000

１ 予 備 費 50,000

33,423,000

金 額

歳 出 合 計

-15-



議案第４６号 

 

   令和３年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 令和３年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,712,100千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 3,895,647 千円

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 3,895,647

２ 繰 入 金 799,349

１ 一 般 会 計 繰 入 金 799,349

３ 繰 越 金 10,000

１ 繰 越 金 10,000

４ 諸 収 入 7,104

１ 延滞金、加算金及び過料 1,001

２ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 6,100

３ 預 金 利 子 3

4,712,100

 （２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 143,598 千円

１ 総 務 管 理 費 129,727

２ 徴 収 費 13,871

２ 広 域 連 合 納 付 金 4,559,402

１ 広 域 連 合 納 付 金 4,559,402

３ 諸 支 出 金 6,100

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 6,100

４ 予 備 費 3,000

１ 予 備 費 3,000

4,712,100

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第４７号 

 

   令和３年度川越市歯科診療事業特別会計予算 

 

 令和３年度川越市歯科診療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ78,900千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 

令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 診 療 収 入 30,000 千円

１ 外 来 収 入 30,000

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 124

１ 使 用 料 104

２ 手 数 料 20

３ 繰 入 金 37,375

１ 他 会 計 繰 入 金 37,375

４ 繰 越 金 11,100

１ 繰 越 金 11,100

５ 諸 収 入 301

１ 市 預 金 利 子 1

２ 雑 入 300

78,900

 （２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 66,424 千円

１ 施 設 管 理 費 66,424

２ 医 業 費 9,475

１ 医 業 費 9,475

３ 諸 支 出 金 1

１ 償 還 金 1

４ 予 備 費 3,000

１ 予 備 費 3,000

78,900

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第４８号 

 

   令和３年度川越市介護保険事業特別会計予算 

 

 令和３年度川越市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,189,300千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出 

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴ 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ 

らの経費の各項の間の流用 

 

   令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 保 険 料 5,745,335 千円

１ 介 護 保 険 料 5,745,335

２ 国 庫 支 出 金 4,470,825

１ 国 庫 負 担 金 4,136,533

２ 国 庫 補 助 金 334,292

３ 支 払 基 金 交 付 金 6,400,131

１ 支 払 基 金 交 付 金 6,400,131

４ 県 支 出 金 3,446,688

１ 県 負 担 金 3,348,941

２ 県 補 助 金 97,747

５ 財 産 収 入 3,378

１ 財 産 運 用 収 入 3,378

６ 繰 入 金 4,052,929

１ 一 般 会 計 繰 入 金 3,411,929

２ 基 金 繰 入 金 641,000

７ 繰 越 金 70,000

１ 繰 越 金 70,000

８ 諸 収 入 14

１ 延滞金、加算金及び過料 1

２ 預 金 利 子 9

３ 雑 入 4

24,189,300

 （２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 268,698 千円

１ 総 務 管 理 費 46,020

２ 徴 収 費 22,797

３ 介 護 認 定 審 査 会 費 199,001

金 額

歳 入 合 計

金 額
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款 項

４ 趣 旨 普 及 費 880 千円

２ 保 険 給 付 費 23,032,234

１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 21,459,554

２ 介護予防サービス等諸費 490,222

３ そ の 他 諸 費 15,325

４ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 476,006

５ 高 額 医 療 合 算 介 護 46,272

サ ー ビ ス 等 費

６ 特 定 入 所 者 544,855

介 護 サ ー ビ ス 等 費

３ 地 域 支 援 事 業 費 740,160

１ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 77,459

任 意 事 業 費

２ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 626,920

サ ー ビ ス 事 業 費

３ 一 般 介 護 予 防 事 業 費 34,081

４ そ の 他 諸 費 1,700

４ 基 金 積 立 金 3,378

１ 基 金 積 立 金 3,378

５ 諸 支 出 金 114,830

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 5,550

２ 繰 出 金 109,280

６ 予 備 費 30,000

１ 予 備 費 30,000

24,189,300

金 額

歳 出 合 計
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議案第４９号 

 

   令和３年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

 

令和３年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ75,600千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 繰 入 金 357 千円

１ 他 会 計 繰 入 金 357

２ 繰 越 金 6,780

１ 繰 越 金 6,780

３ 諸 収 入 68,463

１ 市 預 金 利 子 1

２ 貸 付 金 元 利 収 入 68,400

３ 雑 入 62

75,600

 （２） 歳　出

款 項

１ 母 子 父 子 寡 婦 75,600 千円

福 祉 資 金 貸 付 費

１ 総 務 費 75,600

75,600

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計

-24-



議案第５０号 

 

   令和３年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算 

 

 令和３年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 112,800千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 使 用 料 106,984 千円

１ 使 用 料 106,984

２ 繰 越 金 5,000

１ 繰 越 金 5,000

３ 諸 収 入 816

１ 市 預 金 利 子 1

２ 雑 入 815

112,800

 （２） 歳　出

款 項

１ 事 業 費 110,658 千円

１ 事 業 費 110,658

２ 公 債 費 1,142

１ 公 債 費 1,142

３ 予 備 費 1,000

１ 予 備 費 1,000

112,800

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第５１号 

 

   令和３年度川越市農業集落排水事業特別会計予算 

 

令和３年度川越市農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 155,900千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限

度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 

令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 55 千円

１ 分 担 金 55

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 23,116

１ 使 用 料 23,116

３ 繰 入 金 111,826

１ 他 会 計 繰 入 金 111,826

４ 繰 越 金 13,000

１ 繰 越 金 13,000

５ 諸 収 入 3

１ 市 預 金 利 子 1

２ 延 滞 金 1

３ 雑 入 1

６ 市 債 7,900

１ 市 債 7,900

155,900

 （２） 歳　出

款 項

１ 農 業 集 落 排 水 総 務 費 84,965 千円

１ 総 務 管 理 費 84,965

２ 公 債 費 66,935

１ 公 債 費 66,935

３ 予 備 費 4,000

１ 予 備 費 4,000

155,900

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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第２表　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

　川越市農業集落排水事業法適用業務委託 令和４年度から
令和５年度まで

　40,975千円
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

農業集落排水事業費 7,900 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5 . 0 ％ 以 内 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

債権者と協定するものに

よる。 

 ただし、据置期間は２

年以内とし、本市財政の

都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。 

 

第３表 地方債 

千 円 
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議案第５２号 

 

   令和３年度川越市水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和３年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給水戸数（月平均）          １６０，６００戸 

 （２）年間総配水量          ３９，５６６，０００㎥ 

 （３）一日平均配水量            １０８，４００㎥ 

 （４）主要な建設改良事業の概要 

     配水管新設、改良等  事業費 ３，０００，４９４千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収      入 

 第１款 水道事業収益         ７，０７５，８４０千円 

  第１項 営業収益          ６，６５３，３８９千円 

  第２項 営業外収益           ４２２，４３５千円 

  第３項 特別利益                 １６千円 

         支      出 

 第１款 水道事業費用         ６，４６８，３４３千円 

  第１項 営業費用          ６，３３１，９３７千円 

  第２項 営業外費用           １２５，９４３千円 

  第３項 特別損失              ５，４６３千円 

  第４項 予備費               ５，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額２，６８２，５５５千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額２３４，１９７千円、減債積立金２００，０００千円、建設改良積立金 
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２００，０００千円、過年度分損益勘定留保資金２，０２７，５３４千円及び当年度分損益

勘定留保資金２０，８２４千円で補填するものとする。）。 

         収      入 

 第１款 資本的収入          １，０７１，３３７千円 

  第１項 企業債             ７００，０００千円 

  第２項 他会計負担金           ３５，７７３千円 

  第３項 工事負担金           ２４３，１０７千円 

  第４項 水道施設加入金          ９２，４５６千円 

  第５項 固定資産売却代金              １千円 

         支      出 

 第１款 資本的支出          ３，７５３，８９２千円 

  第１項 建設改良費         ３，０４６，９４３千円 

  第２項 企業債償還金          ７０１，９４９千円 

  第３項 予備費               ５，０００千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事       項 期 間 限  度  額 

財務会計システム構築業務委託 
令和４年度から

令和９年度まで 
７３，０００千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 

 

配水管更新

事業費 

 

 

 

 

千円 

 

 

７００，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

 

 

 

 

 

 

 

年５．０％

以内 

 

 

 

 政府資金又は地方公共団体

金融機構については、その融

資条件による。銀行その他の

場合にはその債権者と協定す

るものとする。 

 ただし、企業財政その他の

都合により繰上償還又は低利

に借換えることができる。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）営業費用と営業外費用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の

金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費      ６９０，３３８千円 

 （２）交 際 費           ４３千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、４２，９０４千円と定める。 

 

  令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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議案第５３号 

 

   令和３年度川越市公共下水道事業会計予算 

 （総 則） 

第１条 令和３年度公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）水洗便所設置戸数           １４０，９００戸 

 （２）年間処理水量          ４９，５００，０００㎥ 

 （３）一日平均処理水量           １３５，６１６㎥ 

 （４）主要な建設改良事業の概要 

     公共下水道施設整備  事業費   ７１０，７２１千円 

     公共下水道施設改良  事業費 １，０９２，４５９千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収      入 

 第１款 下水道事業収益        ６，３５０，９４８千円 

  第１項 営業収益          ４，５９５，７２０千円 

  第２項 営業外収益         １，７３５，１２０千円 

  第３項 特別利益             ２０，１０８千円 

         支      出 

 第１款 下水道事業費用        ６，１８０，６６６千円 

  第１項 営業費用          ５，８３８，５９５千円 

  第２項 営業外費用           ３１３，３４４千円 

  第３項 特別損失             ２３，７２７千円 

  第４項 予備費               ５，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額２，５１９，７８８千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調
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整額１５７，１５５千円及び過年度分損益勘定留保資金２，３６２，６３３千円で補填する

ものとする。）。 

         収      入 

 第１款 資本的収入            ８０８，５９７千円 

  第１項 企業債             ６００，０００千円 

  第２項 国庫補助金            ３４，０００千円 

  第３項 受益者負担金           ３３，０００千円 

  第４項 分担金               ９，３００千円 

  第５項 他会計負担金           ７２，６２７千円 

  第６項 他会計補助金           ５９，６７０千円 

         支      出 

 第１款 資本的支出          ３，３２８，３８５千円 

  第１項 建設改良費         ２，１４１，９２８千円 

  第２項 企業債償還金        １，１８１，４５７千円 

  第３項 予備費               ５，０００千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事       項 期 間 限  度  額 

川越市水洗便所改造資金融資あつせん

条例による損失補償（令和３年度融資

分） 

令和３年度以降 
回収されない元本及び納付

すべき利子の合計額 

寺尾調節池排水機場中央監視設備等改

築工事負担金 

令和３年度から

令和４年度まで 

協定に基づき決定する埼玉

県川越県土整備事務所が行う

寺尾調節池排水機場中央監視

設備等改築工事に要する費用

のうち川越市が負担すべき額

（負担割合３１％） 

（企業債） 
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第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 

 

 

下水道建設

改良事業費 

 

 

 

 

千円 

 

 

６００，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

 

 

 

 

 

 

 

年５．０％

以内 

 

 

 

 政府資金又は地方公共団体

金融機構については、その融

資条件による。銀行その他の

場合にはその債権者と協定す

るものとする。 

 ただし、企業財政その他の

都合により繰上償還又は低利

に借換えることができる。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、７００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）営業費用と営業外費用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の

金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費      ５７７，３９９千円 

 （２）交 際 費           ４３千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業費用及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、９０，８５５千円である。 

 

  令和３年２月１９日提出 

 

                      川越市長  川  合  善  明 
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